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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１２月１６日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市久之浜漁港東南東方沖 

 久之浜港沖防波堤南灯台から真方位１１１°１,３９０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０８.５′ 東経１４１°０１.４′） 

事故の概要  漁船第二泰洋
たいよう

丸は、東南東進中、また、漁船金
こん

比
ぴ

羅
ら

丸は、船首を南

方に向けた状態で漂泊して揚網作業中、両船が衝突した。 

 第二泰洋丸は、船長が負傷し、船首部外板の亀裂等を生じ、また、

金比羅丸は、右舷中央部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二泰洋丸、６.６トン 

   ＦＳ２－２９０７（漁船登録番号）、個人所有 

  １４.１８ｍ（Lr）×３.２０ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３.００kＷ、昭和６１年１月 

第２３１－１０７５９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 金比羅丸、４.２トン 

   ＦＳ３－５０４３（漁船登録番号）、個人所有 

  １０.４７ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４０.００kＷ、昭和５９年１０月 

第２１０－２５１４９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成４年４月２８日 

 免許証交付日 令和３年７月１５日 

           （令和９年４月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和４９年１１月２１日 

 免許証交付日 平成３０年１２月１９日 
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        （令和６年１２月１３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂及び破口、船底部に擦過傷等 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂及び破口、船体構造物の脱落（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時４２分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗

り組み、法定灯火を表示し、令和４年１２月１６日０６時０５分ごろ

久之浜漁港を出航し、さお釣り漁の目的で、同漁港東南東方沖の漁場

に向かった。 

船長Ａは、Ａ船が久之浜港の沖防波堤を航過し、港口付近に差し掛

かった辺りで周囲を目視で確認したところ、前路に他船を見掛けな

かったので、約６～７ノットの対地速力で自動操舵により東南東進す

ることとし、操舵室から後部甲板に移動した後、甲板員Ａと共に操業

の準備作業を開始した。 

船長Ａは、Ａ船が同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、 

０６時２０分ごろ何かに衝突したような衝撃を受け、急いで操舵室に

向かって周囲の状況を確認したところ、Ｂ船と衝突したことを知っ

た。 

Ａ船は、船長Ａが、船長Ｂの安否確認を行って無事を確認した後、

Ａ船の状況を確認したところ、プロペラにＢ船の刺し網が絡んでいた

ので、所属する漁業協同組合の僚船に救助要請を行い、救助に駆けつ

けた僚船と会合した後、久之浜漁港にえい
．．

航された。 

船長Ａは、後日、病院を受診したところ、右肋軟骨部挫傷、右手背

挫創等と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、刺し網漁の

目的で、０５時００分ごろ久之浜漁港を出航し、初めに同漁港南方沖

で操業を行った後、次の目的地である同漁港東南東方沖の漁場に向

かった。 

船長Ｂは、０６時１０分ごろ漁場に到着した後、操業を開始する前

にラインホーラがある右舷船首部付近に立って周囲を見渡したとこ

ろ、久之浜港の港口付近を出航中のＡ船を認めた。 

船長Ｂは、その後、南北方向に設置した刺し網の北端の目印である

ボンデンを引き揚げて操業を開始し、Ｂ船の船首を南方に向けた状態

で漂泊しながら揚網作業中、再びＡ船の動静を確認したところ、Ａ船

がＢ船に向かって航行していたが、そのうちＢ船を避けて航過すると

思い、揚網作業を続けることとした。 

Ｂ船は、船長Ｂが、ふと右舷側を見たところ、右舷側至近にＡ船を
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認め、このままでは衝突すると思い、操縦リモコンで機関を前進にか

けたものの間に合わず、０６時２０分ごろ右舷中央部とＡ船の船首部

とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ａが救助要請を行った僚船によりＡ船と共に久之浜漁

港にえい
．．

航された後、後日、廃船処理された。  

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだんから視界が良いときは目視のみで見張りを行って

おり、本事故当時、０.７海里レンジに設定したレーダーを起動してい

たものの、レーダー画面は見ていなかった。 

船長Ａは、過去に数回しか甲板員Ａに操業の手伝いを依頼したこと

がなく、Ａ船での準備作業に不慣れだった甲板員Ａから出航後に道具

の保管場所などについて質問を受けていた。 

船長Ｂは、Ｂ船に向かって航行するＡ船を認めた際、ふだん航行中

の他船が操業中のＢ船を避けて航過していたので、そのうちＢ船を避

けていくと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、久之浜漁港東南東方沖を東南東進中、船長Ａが、甲板員Ａ

と共に後部甲板で操業の準備作業を行いながら航行を続けたことか

ら、Ｂ船の存在に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、甲板員Ａから出航後に道具の保管場所などについて質問

を受けていたこと、また、久之浜港の沖防波堤を航過した際、周囲を

目視で確認したところ、前路に航行の支障となる他船を認めなかった

ことから、操舵室から離れて甲板員Ａと共に後部甲板で操業の準備作

業を開始したものと考えられる。 

Ｂ船は、久之浜漁港東南東方沖で船首を南方に向けた状態で漂泊し

て揚網作業中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認めた際、

ふだん航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれており、そのうちＡ

船が揚網作業中のＢ船を避けると思い、操業しながら漂泊を続けたこ

とから、至近となったＡ船に危険を感じ、機関を前進にかけたもの

の、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、久之浜漁港東南東方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ

船が漂泊して揚網作業中、船長Ａが、甲板員Ａと共に後部甲板で操業

の準備作業を行いながら航行を続けたため、Ｂ船の存在に気付かず、

また、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認めた際、そのうち

Ａ船がＢ船を避けると思い、操業しながら漂泊を続けたため、両船が

衝突したものと考えられる。 
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再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、航行中においては、みだりに操舵室から離れないこ

と。 

・船長は、前路で操業中の他船を見落とすことのないよう、目視の

みに頼らず、レーダーも活用して常時周囲の適切な見張りを行う

こと。 

・船長は、揚網作業中に接近する他船を認めた場合、操業中の自船

を避けて航行してくれると思い込まず、船体を移動させるなどし

て早期に衝突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年１２月１６日 

 ０６時２０分ごろ発生） 

福島県 

いわき市 

久之浜漁港 

沖防波堤 

久之浜港沖防波堤南灯台 

Ａ船 

 

Ｂ船 

衝突の状況（概略） 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


